
平成˜ 年š月š˜日 土曜日 (号外特第 号)官 報

（
関
税
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
保
税
蔵
置
場
に
」
を
削
り
、「
総
合
保
税
地
域
に
外
国
貨
物
」
を
「
外
国
貨
物
」
に
改

め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
六
十
二
条
（
保
税
工
場
）」を
「
第
六
十
一
条
の
四
」
に
改
め
、「（
保
税
蔵
置
場
に
外
国
貨

物
を
置
く
こ
と
の
承
認
）」、「（
総
合
保
税
地
域
に
外
国
貨
物
を
置
く
こ
と
等
の
承
認
）」及
び「（
総
合
保
税
地
域
の
許

可
）」を
削
り
、
同
項
第
三
号
中「（
総
合
保
税
地
域
）」を
削
り
、
同
項
第
三
号
の
二
中
「
総
合
保
税
地
域
に
販
売
用
貨

物
等
」
を
「
販
売
用
貨
物
等
」に
改
め
、同
項
第
四
号
中「（
許
可
を
受
け
て
保
税
地
域
外
に
置
く
外
国
貨
物
）」を「（
外

国
貨
物
を
置
く
場
所
の
制
限
）」に
改
め
、
同
項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
二

第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
（
輸
出
申
告
又
は
輸
入
申
告
の
時
期
）
に
該
当
し
て
輸
入
申
告
が
さ

れ
た
貨
物
で
あ
つ
て
、
輸
入
の
許
可
を
受
け
た
も
の
（
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
の
二
及
び
前
号
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。）
当
該
輸
入
の
許
可
の
時

第
七
条
の
二
第
一
項
中
「
税
関
長
の
指
定
を
受
け
た
貨
物
（
以
下
「
指
定
貨
物
」
と
い
う
。）で
あ
つ
て
」を
削
り
、

同
条
第
二
項
中
「
指
定
貨
物
で
」
を
「
貨
物
（
以
下
「
特
例
申
告
貨
物
」
と
い
う
。）で
」
に
改
め
、「
当
該
許
可
ご
と

に
」
を
削
り
、「
指
定
貨
物
の
」
を
「
特
例
申
告
貨
物
の
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中「（
変
質
又
は
損
傷
の
場
合
の
減

税
）」を「（
変
質
、
損
傷
等
の
場
合
の
減
税
又
は
戻
し
税
等
）」に
、「
特
例
申
告
に
係
る
指
定
貨
物
」
を
「
特
例
申
告
貨

物
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
同
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
貨
物
の
品
名
」
を
「
そ
の
住
所
又
は
居
所
及
び

氏
名
又
は
名
称
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
三
中
「
指
定
貨
物
の
」
を
削
り
、「
指
定
貨
物
に
」
を
「
輸
入
申
告
に
係
る
貨
物
（
前
条
第
四
項
に
規
定

す
る
貨
物
を
除
く
。）に
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
五
第
一
号
ホ
中
「
第
七
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
ハ
」
を「
第
七
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
ハ
」に
、「
同

項
第
三
号
」
を
「
第
二
号
」
に
、「
一
年
」
を
「
三
年
」
に
改
め
、
同
号
ホ
を
同
号
ヘ
と
し
、同
号
ニ
を
同
号
ホ
と
し
、

同
号
ハ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
ロ
中
「
イ
」
の
下
に
「
若
し
く
は
ロ
」
を
加
え
、
同
号
ロ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
イ

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

イ
に
規
定
す
る
法
律
以
外
の
法
令
の
規
定
に
違
反
し
て
禁
錮こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を

終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
と
き
。

第
七
条
の
五
第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
特
例
申
告
を
電
子
情
報
処
理
組
織
（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
税
関
手

続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
二
条
第
一
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
電

子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
使
用
し
て
行
う
こ
と
そ
の
他
特
例
申
告
貨
物
の
輸
入
に
関
す
る
業

務
を
適
正
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
し
て
い
な
い
と
き
。

三

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
特
例
申
告
貨
物
の
輸
入
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
、
そ
の
者
（
そ
の
者
が

法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
を
含
む
。）又
は
そ
の
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
こ
の

法
律
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
を
遵
守
す
る
た
め
の
事
項
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
規
定
し
た
規
則
を

定
め
て
い
な
い
と
き
。

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に

関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す

る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認

定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
百
三
十
九
条
の
う
ち
、
密
集
市
街
地
に
お
け
る

防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
百
四
十
八

条
第
三
項
の
改
正
規
定
中「「
第
二
十
七
条
第
七
項
及
び

第
八
項
」
を「
第
二
十
七
条
第
八
項
及
び
第
九
項
」に
、」

を
削
り
、
同
法
第
二
百
八
十
九
条
第
一
項
の
改
正
規
定

中
「
第
二
百
八
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三
百
条
第
一

項
」
に
改
め
、
同
法
第
三
百
十
七
条
第
一
項
の
改
正
規

定
中
「
第
三
百
十
七
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
三
百

二
十
八
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
法
第
三
百
十

九
条
の
改
正
規
定
中
「
第
三
百
十
九
条
第
二
号
」を「
第

三
百
三
十
条
第
三
号
」に
、「
同
条
第
五
号
及
び
第
六
号
」

を
「
同
条
第
八
号
及
び
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
四
百
四
十
四
条
中
都
市
再
生
特
別
措
置
法
第
四
十

六
条
第
三
項
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

第
七
十
三
条
第
一
項
中
「
民
法
第
三
十
四
条
の
法

人
」
を「
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
」

に
改
め
る
。

（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に

関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の

促
進
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
中
「
第
一
号
イ
」
を「
第
二
号
イ
」に
、「
第

六
十
八
条
の
五
の
二
第
一
項
」
を
「
第
六
十
八
条
の
五

の
二
（
第
二
号
イ
を
除
く
。）、
第
六
十
八
条
の
五
の
三

第
一
項
」
に
、「
第
六
十
八
条
の
五
の
三
」
を
「
第
六
十

八
条
の
五
の
四
」
に
、「
第
六
十
八
条
の
五
の
四
第
一
項

第
一
号
ロ
」
を
「
第
六
十
八
条
の
五
の
五
第
一
項
第
一

号
ロ
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
四
項
中
「
又
は
第
二
項
」
を
「
か
ら

第
三
項
ま
で
」
に
、「
指
定
市
又
は
」
を
「
指
定
市
、」に

改
め
、「
以
外
の
市
」
の
下
に
「
又
は
同
条
第
三
項
の
指

定
市
以
外
の
市
町
村
」
を
加
え
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

菅

義
偉

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

環
境
大
臣

若
林

正
俊

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
二
十
号

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
関
税
定
率
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
四
項
中
「
特
例
申
告
（
」
を
「
特
例
申
告
貨
物
（
」
に
、「
特
例
申
告
を
」
を
「
特
例
申
告
貨
物
を
」
に

改
め
、「
第
十
九
条
第
六
項
、第
十
九
条
の
二
第
四
項
及
び
第
二
十
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
指
定
貨
物（
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
貨
物
を
い
う
。」を
削
り
、「
指
定
貨
物
に
」
を
「
特
例
申
告
貨
物
に
」
に
改

め
る
。

第
十
四
条
第
七
号
中「（
自
動
車
、
船
舶
、
航
空
機
そ
の
他
政
令
で
指
定
す
る
物
品
を
除
く
。）」
を
削
り
、「
で
、
そ

の
入
国
の
事
由
、
滞
在
の
期
間
、
職
業
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
税
関
が
適
当
と
認
め
る
も
の
」
を「（
自
動
車
、

船
舶
、
航
空
機
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。）」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中「（
自
動
車
、
船
舶
、
航
空
機
そ

の
他
政
令
で
指
定
す
る
物
品
を
除
く
。）」
を
削
り
、「
器
具
。」を
「
器
具
（
自
動
車
、
船
舶
、
航
空
機
そ
の
他
政
令
で

定
め
る
も
の
を
除
く
。）」
に
改
め
、
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
十
九
条
第
六
項
中
「
特
例
申
告
に
係
る
指
定
貨
物
」
を
「
特
例
申
告
貨
物
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
二
第
四
項
中
「
特
例
申
告
に
係
る
」
を
削
り
、「
指
定
貨
物
」
を
「
特
例
申
告
貨
物
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
四
項
中
「
特
例
申
告
に
係
る
」
を
削
り
、「
指
定
貨
物
」
を
「
特
例
申
告
貨
物
」
に
改
め
、
同
条
第
五

項
中
「
指
定
貨
物
」
を
「
特
例
申
告
貨
物
」
に
改
め
る
。

別
表
第
〇
四
〇
二
・
一
〇
号
中
「
盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
、
養
護
学
校
」
を
「
特
別
支
援
学
校
」
に
改
め
、
同
表
第
二

二
〇
七
・
一
〇
号
中
「
工
業
用
ア
ル
コ
ー
ル
」
の
下
に
「
又
は
酢
酸
エ
チ
ル
若
し
く
は
エ
チ
ル
ア
ミ
ン
」
を
加
え
、

同
表
第
二
八
四
一
・
三
〇
号
中
「
四
・
八
％
」
を
「
無
税
」
に
改
め
る
。
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